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脱原子力政策大綱第5章の紹介 



脱原子力社会をどのように実現するか 
1.  原発ゼロを国の政策目標にする 
 
2.  原発ゼロ社会を実現する現実的な政策枠組みを提示 

1)  行政の仕組み 
2)  東電処理 
3)  電力会社の経営 
4)  立地自治体支援 

3.  責任の明確化と費用負担 
–  国、東京電力、電力会社 
 

4.  エネルギー転換の推進 
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１脱原発を国の基本方針に 
1)  脱原子力・エネルギー転換推進本部を内閣に設
置 

2)  民主的プロセスを経て脱原発を国の基本方針に 
–  民主党政権下の「国民的議論」の教訓を踏まえた
様々な主体による議論 

–  「脱原子力・エネルギー転換戦略」 

3)  脱原子力基本法、エネルギー転換基本法等関連
法規の整備 
–  脱原子力基本計画 
–  エネルギー転換基本計画 
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2-1 脱原子力行政改革 
1) 原子力開発を支える行財政システムを改変
する 
– 行政組織の改廃 
– 財政システムの改廃 

•  電源開発促進税の廃止、脱原子力・エネルギー転換税
の創設 

•  エネルギー転換交付金の創設、活用 

2) 透明性を確保する 
– 利害関係者でないこと 
– 意思決定プロセスの透明化 
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2-2 東京電力の破綻処理と 
賠償・事故処理体制の確立 

1. 東京電力の責任、国の責任が極めて曖昧 
→不十分で不誠実な賠償 
→不十分な事故処理体制 

2. 求められる責任の明確化 
– 東電：事故発生責任があるのは明白 
– 東電維持の自己目的化 
→破綻処理へ 
– 清算/再生　いずれもありうる 
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東電破綻処理の原則 
1.  損害賠償・復興の最優先 
2.  事故処理の継続と体制の確立 
3.  経営責任 
4.  資産売却の徹底 
5.  株主責任の徹底 
6.  金融機関の債権カット 
7.  既発電力債の保護と対策 
8.  雇用確保 
9.  電力供給の確保（東電にこだわらない） 
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2-3東電以外の電力会社の持つ 
原子力関連施設の廃止 

1) 電力会社の原子力発電設備 
–  原子力発電設備＋核燃料資産＝4.2兆円 
→原発全廃の場合、債務超過の可能性 
– 国と事業者の責任 

•  国策民営 
•  責任に基づき負担を折半→国による原子力発電設備、
核燃料資産の半値での買取 

•  当面必要な費用は8000億円 

2) 再処理設備の廃止 
–  日本原燃の清算 
–  清算後、JNDAが管理 
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2-4 立地自治体の自立支援 
1. 原発依存型社会から自立社会へ 
–  固定資産税 
–  電源開発促進税 
–  電力会社からの寄付金　【依存促進・固定】 
–  経済的波及効果 

2. 自立への支援 
–  エネルギー転換交付金 
–  地域振興特措法 
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３．責任の明確化と費用負担 
•  原子力損害賠償制度の再構築 
–  「原子力事業の健全な発達に資すること」を
削除 

–  無過失責任 
–  責任集中＋プラントメーカー、ゼネコン等に
求償可能にする 

–  賠償措置 
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•  東京電力 
–  国の資金援助無しには存立しえない状況【一般企業であれ
ば破綻状態】 

–  原賠法第1条「原子力事業の健全な発達」～国会事故調報
告書では、事業者側が規制者を「虜」にしてきた実態が明
らかに。 

–  未曾有の事故を起こしたにもかかわらず、かえって経営が
強化されることになっている。（「絶対に破綻しない会
社」化） 

–  賠償に関する大規模訴訟が複数提起されている【不十分で
不誠実な賠償】 
→モラルハザード【健全な発達とは正反対】 
–  事故発生責任→破綻処理が適当 
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東電と国の責任を明確にする必要がある　（１） 

意見の概要３ 



•  国の責任 
1.  原発事故を防ぎ得なかった 
– 規制者が規制される側の「虜」となってきた。
（国会事故調報告書） 

2.  開発一辺倒の原子力政策 

•  事故を引き起こした「責任」が国にはある。 
•  このことに対する「真摯な反省」に基づき、賠償と
廃炉の双方を行う体制を築く。【配布冊子p.189～
参照】 
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東電と国の責任を明確にする必要がある　（２） 

意見の概要4 



責任の明確化と費用負担 
•  汚染者負担原則と乖離した損害賠償を維持することは関係主
体の責任逃れを招く 

•  国の責任 
–  福島事故の根源的原因 

•  規制する立場とされる立場の「逆転関係」 
•  電気事業者の「虜」、監視・監督機能の崩壊 

（※国会事故調査報告書、p.12) 

•  事業者（東電以外）の責任 
–  「シビアアクシデント対策の不備については、電事連がその責
任の一端を担っている」「電事連は任意団体であるが電気事業
者のいわば連合体であり、その意味で電気事業者の責任も問わ
れるべきである。」 

（※国会事故調査報告書、pp.41-42) 
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事故関連費用の負担状況 
用途 直接支払い者 原資 

被害者への損害賠償 東電 一般負担金【消費者負担】 
特別負担金【東電】 

廃炉費用 廃炉業務 東電 効率化による捻出【東電】 
廃炉会計の変更による電気料金への
一部転嫁の可能性【消費者負担】 
※1兆円は積立済。10年で1兆円積
立予定。 

廃炉等技術
委員会によ
る技術開発
企画・調整 

原賠機構 一般負担金【消費者負担】 
特別負担金【東電】 

中間貯蔵関連費用 事実上、国
（第68条の発
動） 

財政措置【国民負担】1.1 兆円 

除染費用 東電（41条1項
1号による国か
らの求償？） 

株式売却益を見込み、国庫納付 
※売却益が2.5兆円に達するかどう
か。達しない場合どうするか。 
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出所：『朝日新聞』他より作成。 



エネルギー転換の実現 
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